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情
報
ガ
イ
ド　

□
市
政　

□
暮
ら
す　

□
教
育
・
子
育
て
・
キ
ッ
ズ　

□
学
ぶ
・
楽
し
む　

□
募
集　

□
官
公
庁
な
ど

９
月
５
日
㈮
ま
で
に
教
育
指
導
課

へ
内
線
５
６
５
２

全
国
一
斉「
子
ど
も
の
人
権

１
１
０
番
」強
化
週
間

　

さ
い
た
ま
地
方
法
務
局
と
埼
玉

県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
は
、子

ど
も
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
権

問
題
へ
の
取
組
と
し
て
、全
国
一

斉「
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
」強

化
週
間
を
設
定
し
、通
常
の
受
付

時
間
を
延
長
す
る
な
ど
し
て
、一

人
で
も
多
く
の
子
ど
も
達
か
ら
専

視
覚
障
害
教
育
相
談
・

ア
イ
チ
ャ
レ
ン
ジ

日
時
９
月
20
日
㈯
、10
時
〜
15
時

30
分　

場
所
県
立
盲
学
校（
川
越

市
）　

内
容
▼
視
覚
障
害
児
と
関

係
者
を
対
象
に
相
談
、情
報
提
供

▼
一
般
を
対
象
に
視
覚
障
害
体

験
、ガ
イ
ド
ヘ
ル
プ
の
初
歩
▼
視

覚
補
助
具
、教
材
教
具
展
示　

申

込
み
９
月
12
日
㈮
ま
で
に
同
校
へ

☎
０
４
９
‐
２
３
１
‐
２
１
２
１

視
覚
障
害
者
の
た
め
の
ガ
イ
ド

ヘ
ル
プ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
ク
ー
ル

日
時
９
月
６
日
〜
20
日
の
土
曜

日
、13
時
30
分
〜
15
時
30
分
と
10

月
４
日
㈯
、10
時
〜
12
時
30
分（
全

４
回
）　

場
所
社
会
福
祉
会
館　

内
容
ガ
イ
ド
ヘ
ル
プ
体
験
、体
験

談
な
ど　

申
込
み
社
会
福
祉
協
議

会
へ
☎
２
９
５
４
‐
０
２
９
４

入
間
川
で
地
引
き
網
体
験

日
程
９
月
６
日
㈯（
雨
天
な
ど
の

場
合
は
９
月
13
日
）　

場
所
入
間

川
河
川
敷　

内
容
地
引
き
網
で
ア

ユ
漁　

定
員
50
名（
多
数
は
抽
選
）

費
用
２
千
円（
中
学
生
以
下
１
千

円
、10
歳
未
満
５
０
０
円
、昼
食
代

含
む
）　

※
参
加
者
に
は
、地
図
な

ど
を
後
日
送
付　

申
込
み
８
月
15

日
㈮
〜
25
日
㈪
に
狭
山
市
観
光
協

会
へ
☎
２
９
５
３
‐
１
２
０
５

８
月
は「
人
権
尊
重
社
会
を
め

ざ
す
県
民
運
動
強
調
月
間
」

　

す
べ
て
の
県
民
が
お
互
い
の
人

権
を
尊
重
し
な
が
ら
共
に
生
き
る

社
会
を
実
現
す
る
た
め
、県
民
総

ぐ
る
み
で
取
り
組
む
運
動
で
す
。

◆
人
権
啓
発
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
フ
ェ
ス
タ
２
０
０

８
さ
い
た
ま
」
／
日
時
８
月
28

日
㈭
、10
時
〜
16
時
40
分　

場
所

大
宮
ソ
ニ
ッ
ク
シ
テ
ィ  

内
容
石

原
良
純
氏
の
人
権
講
演
、人
権
作

文
表
彰
・
発
表
、人
権
啓
発
資
料
展

示
、ダ
・
カ
ー
ポ
や
山
本
コ
ウ
タ
ロ

ー
＆
ほ
ぼ
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
の
コ

ン
サ
ー
ト
な
ど　

問
合
せ
人
権
推

進
室
へ
内
線
７
１
３
１

県
立
日
高
養
護
学
校
の

学
校
体
験

日
時
10
月
23
日
㈭
、９
時
40
分
〜

12
時
30
分　

対
象
肢
体
不
自
由
の

あ
る
子
ど
も
と
保
護
者　

申
込
み

用
電
話
に
よ
る
相
談
を
受
け
付
け

ま
す
。ご
利
用
く
だ
さ
い
。

日
時
９
月
８
日
㈪
〜
14
日
㈰
、８

時
30
分
〜
19
時　

※
13
・
14
日
は

10
時
〜
17
時　

専
用
電
話
番
号
０

１
２
０
‐
０
０
７
‐
１
１
０（
全

国
共
通
、無
料
）　

相
談
員
法
務
局

職
員
、埼
玉
子
ど
も
の
人
権
専
門

委
員　

※
秘
密
は
厳
守
し
ま
す　

問
合
せ
市
民
相
談
室
内
線
１
１
４

１
か
さ
い
た
ま
地
方
法
務
局
人
権

擁
護
課
へ
☎
０
４
８
‐
８
６
３
‐

９
５
８
９

１
日
漁
師
・
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ス

食
べ
ち
ゃ
い
ま
す

日
程
９
月
６
日
㈯
、15
日
㈷
、20
日

㈯
、28
日
㈰
、10
月
４
日
㈯　

場
所

名
栗
湖　

定
員
各
日
30
名　

内
容

カ
ヌ
ー
に
乗
っ
て
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ス

を
捕
ま
え
て
調
理　

申
込
み
名
栗

カ
ヌ
ー
工
房
へ
☎
０
４
２
‐
９
７

９
‐
１
１
１
７　

問
合
せ
環
境
政

策
課
内
線
３
６
７
２
か
県
生
産
振

興
課
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
へ

☎
０
４
８
‐
８
３
０
‐
４
１
５
１

情報ガイド情報ガイド情報ガイド情報ガイド

官

公

庁

官

公

庁

官

公

庁
な

 

ど
な

 

ど
な

 

ど

ご利用ください

 後発医薬品(ジェネリック医薬品)

　国では、医療費の伸びが年々上昇を続け、健康保険財政運
営に大きな影響を与えていることから、受診者の負担軽減
と医療保険財政の改善を図るため、後発医薬品（ジェネリッ
ク医薬品）の利用促進を積極的に進めています。
　医薬品には、製薬会社が20年から25年の特許を得て製造
販売される先発医薬品（新薬）と新薬の特許終了期間後に、
他の製薬会社から販売される新薬と同じ成分と効果を持つ
ジェネリック医薬品（新薬と同様、薬事法に基づき厚生労働
省の承認が必要）とがあり、ジェネリック医薬品は先発医薬
品に比べ価格が約2割から6割程度安いのが特徴です。
　このことから厚生労働省は、現在約17％のジェネリック
医薬品の普及率を、平成24年度までに30％以上に引き上げ
る目標を掲げ、利用の促進に取り組んでいます。
　ジェネリック医薬品の利用は、ご家庭での医療費負担の
軽減はもとより、市の国民健康保険財政の安定的運営につ
ながりますので、生活習慣病の改善など、日常の健康管理と
ともに医療費の抑制にご協力をお願いします。
　なお、このジェネリック医薬品の使用に当たっては、受診
の際に、医師や薬局の薬剤師に相談してください。
 問合せ保険年金課へ内線1051
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情
報
ガ
イ
ド　

□
市
政　

□
暮
ら
す　

□
教
育
・
子
育
て
・
キ
ッ
ズ　

□
学
ぶ
・
楽
し
む　

□
募
集　

□
官
公
庁
な
ど

広報さやま 2008.8月号　　■市役所☎04-2953-1111(代表）

金
婚
の
お
祝
い
に
記
念
写
真

内
容
指
定
写
真
館
で
無
料
撮
影

（
焼
き
増
し
料
は
実
費
）　

対
象
市

内
在
住
で
昭
和
33
年
４
月
〜
34
年

３
月
に
結
婚
し
た
夫
婦　

申
込
み

社
会
福
祉
協
議
会
へ
☎
２
９
５
４

‐
０
２
９
４

さ
い
た
ま
防
犯
・
交
通
安
全

フ
ェ
ア
の
開
催

日
時
９
月
13
・
14
日（
土
・
日
）、11

時
〜
16
時（
14
日
は
10
時
か
ら
）　

場
所
Ｊ
Ｒ
さ
い
た
ま
新
都
心
駅
改

札
前
自
由
通
路　

内
容
防
犯
・
交

通
安
全
グ
ッ
ズ
、防
犯
機
器
な
ど

の
展
示
、防
犯
や
交
通
安
全
教
室
、

ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど　

問
合
せ

交
通
防
犯
課
内
線
３
６
９
２
か
県

民
防
犯
推
進
室
へ
☎
０
４
８
‐
８

３
０
‐
２
９
４
０

日
商
珠
算
の
検
定
試
験

検
定
日
10
月
26
日
㈰　

費
用
▼
１

級
…
２
千
40
円（
写
真
必
要
）▼
２

級
…
１
千
５
３
０
円
▼
３
級
…
１

千
３
３
０
円
▼
４
〜
６
級
…
９
２

０
円　

申
込
み
９
月
10
日
㈬
〜
19

日
㈮
に
狭
山
商
工
会
議
所
へ
☎
２

９
５
４
‐
３
３
３
３

日
商
簿
記
の
検
定
試
験

検
定
日
11
月
16
日
㈰　

場
所
西
武

文
理
大
学　

費
用
▼
１
級
…
７
千

５
０
０
円（
写
真
必
要
） 

▼
２
級

…
４
千
５
０
０
円
▼
３
級
…
２
千

５
０
０
円　

申
込
み
９
月
26
日
㈮

〜
10
月
17
日
㈮
に
狭
山
商
工
会
議

所
へ
☎
２
９
５
４
‐
３
３
３
３

み
ど
り
を
守
り
・
つ
く
る

施
策
提
案
を
募
集

　

県
で
は
、彩
の
国
み
ど
り
の
基

金
を
活
用
し
て
、県
が
実
施
す
る

み
ど
り
の
保
全
と
創
出
の
事
業
案

を
募
集
し
て
い
ま
す
。

対
象
本
県
の
み
ど
り
保
全
と
創
出

に
関
心
あ
る
個
人
や
団
体　

申
込

み
８
月
29
日
㈮
ま
で
に
、応
募
書

類（
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
入
手
可
）

を
持
参
か
郵
送
で
県
み
ど
り
再
生

推
進
室
へ
☎
０
４
８
‐
８
３
０
‐

３
１
４
７　

問
合
せ
み
ど
り
公
園

課
内
線
３
６
７
４
か
同
推
進
室
へ

手
話
通
訳
者
の

養
成
講
習
会（
中
級
）

日
時
９
月
30
日
〜
２
月
24
日
の
火

曜
日
、19
時
〜
21
時（
全
20
回
）　

対
象
市
内
在
住
・
在
勤
で
手
話
講

習
会
初
級
課
程
を
修
了
か
同
程
度

の
知
識
、技
術
が
あ
り
、手
話
通
訳

者
を
目
指
す
方　

定
員
10
名　

※

面
接
試
験
あ
り　

申
込
み
９
月
５

日
㈮
ま
で
に
申
込
書（
社
会
福
祉

協
議
会
に
用
意
）に
記
入
し
同
協

議
会（
〒
３
５
０
‐
１
３
０
５ 

入

間
川
２
‐
４
‐
13
）へ
☎
２
９
５

４
‐
０
２
５
８

自
衛
官
採
用
試
験

試
験
種
目
・
試
験
日
▼
航
空
学
生

…
９
月
23
日
▼
一
般
曹
候
補
生
…

９
月
20
日
▼
２
等
陸
海
空
士
男
子

…
９
月
６
・
16
・
17
日
▼
２
等
陸
海

空
士
女
子
…
９
月
28
・
29
日  

応
募

資
格
▼
航
空
学
生
…
高
校
を
卒
業

（
見
込
み
を
含
む
）し
た
21
歳
未
満

の
方
▼
一
般
曹
候
補
生
・
２
等
陸

海
空
士
男
女
…
18
歳
以
上
27
歳
未

満
の
方  

受
付
期
間
９
月
10
日
㈬

ま
で　

問
合
せ
自
衛
隊
入
間
地
域

事
務
所
へ
☎
２
９
２
３
‐４
６
９
１

さ
い
た
ま
輝
き
荻
野
吟
子

賞
の
候
補
者
を
募
集

対
象
女
性
の
社
会
参
画
に
貢
献
し

て
い
る
県
内
在
住･

在
勤
ま
た
は

県
出
身
の
個
人
か
男
女
共
同
参
画

の
推
進
に
取
り
組
む
県
内
の
団

体
・
事
業
所　

申
込
み
10
月
31
日

㈮
ま
で
に
所
定
の
推
薦
書（
県
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
、県
男
女
共
同
参
画

課
、県
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
な
ど

で
入
手
可
）を
同
参
画
課
へ
☎
０

４
８
‐
８
３
０
‐
２
９
２
１　

問

合
せ
市
・
男
女
共
同
参
画
推
進
室

内
線
２
５
１
４
か
同
参
画
課
へ

計
量
器
の
定
期
検
査

日
時
・
場
所
▽
８
月
▼
25
・
26
日

（
月・
火
）
…
農
村
環
境
改
善
セ
ン

タ
ー
▼
27
日
㈬
…
智
光
山
公
園
正

面
駐
車
場
▼
28
・
29
日（
木・
金
）
…

市
民
会
館（
い
ず
れ
も
時
間
は
10

時
〜
12
時
と
13
時
〜
15
時
）　

対

象
取
引
、証
明
に
使
用
す
る
ひ
ょ
う

量
２
５
０
㎏
以
下
の
機
械
式
は
か

り　

※
家
庭
用
の
は
か
り
は
対
象

外
。電
気
式
と
２
５
０
㎏
を
超
え
る

機
械
式
は
か
り
は
、別
途
巡
回
検

査
あ
り　

問
合
せ
商
工
業
振
興
課

内
線
２
５
５
２
か
県
計
量
検
定
所

へ
☎
０
４
８
‐
６
５
２
‐
２
１
７
１

狭山市ホットインフォメーション

　市のイベントなど市役所からのお知らせを狭山ケーブル
テレビの「テレビ・さやま新聞」で放送しています。地上デジ
タル11ch、デジタルSTB 010chでもご覧いただけます。

放送時間（更新木曜）6時30分・10時・14時・18時・22時・24時
問合せ狭山ケーブルテレビ
0120‐340‐379 e-mail:ch9@staff .s-cat.ne.jp 

　　　　　　　http://www.s-cat.ne.jp

消費者ホット情報

注意!催眠商法（ＳＦ商法）
●事例
　安売りや新商品普及の名目で、また、商品や商品券を
無料で配るなどして、会場に人を集め、「健康」などの関
心が高い話で会場の雰囲気を盛り上げ、最終的に高額
な商品を売ろうとします。このような商法を催眠商法
（ＳＦ商法）といいます。

●アドバイス
　無料や格安商品などに誘惑され、必要のないものま
で買わないようにすることが大切です。必要でないも
のは、はっきり断わりましょう。また、会場から帰りた
いときは、「帰りたい」とはっきり言いましょう。問題の
ある販売方法で、不要な契約をしてしまったら、すぐに
消費生活センターにご相談ください。
相談・問合せ月～金曜日の9時30分～15時30分に消費
生活センターへ☎2954‐7799


